
 舞  鶴  市  ま  ち  な  か  エ  リ  ア  活  性  化  補  助  ⾦ 

 申  請  要  領 

 舞  鶴  市     産  業  活  ⼒  課 



 １     本  補  助  制  度  の  趣  旨 

 ま  ち  な  か  エ  リ  ア  に  店  舗  を  出  店  す  る  事  業  で、  ま  ち  の  魅  ⼒  の  向  上  に  寄  与  す  る  事  業  を  広  く  募  集 

 し、  そ  の  経  費  に  対  し  て  補  助  す  る  こ  と  に  よ  り、  ま  ち  な  か  エ  リ  ア  の  活  性  化  を  図  る  も  の  で  す。 

 ２     補  助  対  象  事  業  者 

       次  の  要  件  を  全  て  満  た  す  事  業  者 

 （  1  ）  資  本  ⾦  ⼜  は  常  時  使  ⽤  す  る  従  業  員  数  が  次  の  基  準  に  当  て  は  ま  ら  な  い  こ  と。  ま  た  は  次  の  基  準  に  当 

 て  は  ま  る  会  社  が、  申  請  者  に  対  し、  そ  の  総  株  主  ま  た  は  総  社  員  の  議  決  権  の  2  分  の  1  に  相  当  す  る  議 

 決  権  を  単  独  で  有  す  る  関  係、  そ  の  他  そ  の  事  業  活  動  を  実  質  的  に  ⽀  配  す  る  こ  と  が  可  能  な  関  係  を 

 もっ  て  い  な  い  こ  と。 

      

 （２）  市  税  を  滞  納  し  て  い  な  い  こ  と  （団  体  に  あっ  て  は  そ  の  構  成  員  が  市  税  を  滞  納  し  て  い  な  い  こ  と） 

 ３     補  助  対  象  事  業 

 ま  ち  な  か  エ  リ  ア  （舞  鶴  市  ⽴  地  適  正  化  計  画  に  お  け  る  居  住  誘  導  区  域  （下  図  参  照）  及  び  そ  の  周  辺  地 

 域  （境  界  に  ⾯  す  る  建  物  及  び  商  店  街  の  ⼀  部  の  区  域  が  居  住  誘  導  区  域  に  含  ま  れ  て  い  る  場  合、  そ  の  商  店 

 街  の  全  区  域。））  に  お  い  て、  店  舗  を  出  店  し、  1  年  以  上  の  期  間  に  わ  たっ  て  営  業  す  る  事  業  で  ま  ち  な 

 か  エ  リ  ア  の  活  性  化  に  寄  与  す  る  と  ⾒  込  ま  れ  る  事  業  が  対  象  と  な  り  ま  す。  た  だ  し、  次  の  い  ず  れ  か  に  該 

 当  す  る  場  合  は  対  象  と  な  り  ま  せ  ん。 

 （１）  ⼤  規  模  ⼩  売  店  舗  ⽴  地  法  に  定  め  る  ⼤  規  模  ⼩  売  店  舗  及  び  当  該  店  舗  の  テ  ナ  ン  ト  型  店  舗  で  の  営  業 

 （２）  ⾵  俗  営  業  等  の  規  制  及  び  業  務  の  適  正  化  等  に  関  す  る  法  律  に  定  め  る  営  業 

 （３）  営  業  時  間  に  午  前  11  時  か  ら  午  後  5  時  ま  で  の  時  間  帯  を  設  け  な  い  営  業 

 （４）  既  に  ま  ち  な  か  エ  リ  ア  で  出  店  し  て  い  る  店  舗  の  単  な  る  移  転 

 1 

 主  た  る  事  業  資  本  ⾦  常  時  使  ⽤  す  る  従  業  員  数 

 卸  売  業  1  億  円  超  100  ⼈  超 

 サー  ビ  ス  業  5,000  万  円  超  100  ⼈  超 

 ⼩  売  業  5,000  万  円  超  50  ⼈  超    

 製  造  業、  建  設  業、  運  輸  業 

 そ  の  他  の  業  種 
 3  億  円  超  300  ⼈  超 



 【居  住  誘  導  区  域  （東  舞  鶴  地  区）】 
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 【居  住  誘  導  区  域  （⻄  舞  鶴  地  区）】 
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 ４     補  助  対  象  経  費 

    （１）  店  舗  の  購  ⼊  及  び  改  装  ⼯  事  ⼜  は  建  築  ⼯  事  に  要  す  る  経  費 

 （２）  給  排  ⽔  衛  ⽣  設  備、  空  調  設  備  及  び  電  気‧  照  明  設  備  の  購  ⼊  ⼜  は  ⼯  事  に  要  す  る  経  費 

 （３）  広  告  宣  伝  費  （出  店  後  3  か  ⽉  以  内  に  ⾏  う  場  合  に  限  り  ま  す。） 

 （注）  交  付  決  定  を  受  け  る  前  に  着  ⼿  し  た  補  助  対  象  経  費  や、  補  助  対  象  経  費  で  あっ  て  も  補  助  事  業  期  間 

 後  に  ⽀  払っ  た  経  費  は  ⼀  切  認  め  ら  れ  ま  せ  ん  。 

 ５     補  助  事  業  期  間 

 補  助  事  業  期  間  は、  交  付  決  定  を  受  け  た  ⽇  か  ら  令  和  8  年  2  ⽉  27  ⽇  (⾦)  ま  で  と  な  り  ま  す。 

   

 ６     補  助  ⾦  の  額 

 補  助  対  象  経  費  の  総  額  に  3  分  の  2  を  乗  じ  て  得  た  額  （千  円  未  満  の  端  数  切  り  捨  て）  と  し  ま  す。 
 た  だ  し、  補  助  上  限  額  は  30  万  円  （商  店  街  振  興  組  合  等  （商  店  街  振  興  組  合、  事  業  協  同  組  合  ⼜  は  こ  れ 
 ら  に  準  ず  る  も  の  と  し  て  市  ⻑  が  認  め  る  団  体  を  い  う。  以  下  同  じ）  と  出  店  に  係  る  協  議  を  ⾏っ  た  上  で 
 当  該  商  店  街  振  興  組  合  等  に  出  店  す  る  場  合  は、  補  助  上  限  額  を  35  万  円  ）  と  す  る。 

 ７     交  付  申  請  ⼿  続  き 

       交  付  申  請  ⼿  続  き  は、  次  に  掲  げ  る  書  類  を  添  え  て、  募  集  期  間  内  に  ご  提  出  く  だ  さ  い。 

 （  1  ）  募  集  期  間 
 令  和  ７  年  ６  ⽉  ６  ⽇  （⾦）  〜  令  和  ８  年  １  ⽉  ３  ０  ⽇  （⾦） 
 ※  こ  の  補  助  ⾦  は  予  算  の  範  囲  内  で  交  付  し  ま  す  の  で、  交  付  申  請  が  予  算  額  に  達  し  た  場  合  は、 

 募  集  期  間  に  関  わ  ら  ず  受  付  を  終  了  い  た  し  ま  す。 

 （  2  ）  提  出  先 
 〒  625-8555 

 舞  鶴  市  字  北  吸  1044  番  地 
    舞  鶴  市     産  業  活  ⼒  課     宛  て 

    【提  出  書  類】 
 （１）  舞  鶴  市  ま  ち  な  か  エ  リ  ア  活  性  化  補  助  ⾦  交  付  申  請  書 
 （２）  事  業  計  画  書 
 （３）  収  ⽀  予  算  書 
 （４）  （法  ⼈  の  み）  登  記  事  項  証  明  書 
 （５）  （団  体  の  み）  規  約、  会  則  及  び  構  成  員  名  簿 
 （６）  許  認  可  証  の  写  し  （  許  認  可  を  要  す  る  事  業  で、  既  に  取  得  し  て  い  る  場  合  の  み  ） 
 （７）  ⾒  積  書  そ  の  他  の  ⽀  出  の  根  拠  が  分  か  る  書  類 
 （８）  店  舗  の  位  置  図 
 （９）  市  税  の  滞  納  の  な  い  証  明  書  （発  ⾏  後  3  ヶ  ⽉  以  内  の  も  の） 
 （  10  ）  商  店  街  振  興  組  合  等  と  出  店  に  係  る  協  議  を  ⾏っ  た  こ  と  が  確  認  で  き  る  書  類 

    （商  店  街  振  興  組  合  等  と  出  店  に  係  る  協  議  を  ⾏っ  た  上  で  当  該  商  店  街  振  興  組  合  等  の  地  区  に 
       出  店  す  る  場  合  に  限  る。） 

 （  11  ）  そ  の  他  市  ⻑  が  必  要  と  認  め  る  書  類 

 提  出  書  類  の  様  式  は、  舞  鶴  市  ホー  ム  ペー  ジ  か  ら  ダ  ウ  ン  ロー  ド  し  て  い  た  だ  け  ま  す。 
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 ８     実  績  報  告 

 （  1  ）  提  出  期  限 

 事  業  終  了  後  ３  ０  ⽇  以  内  ま  た  は  令  和  ８  年  ２  ⽉  ２  ７  ⽇  （⾦）  の  い  ず  れ  か  早  い  ⽇ 

 【提  出  書  類】 

 （  1  ）  舞  鶴  市  ま  ち  な  か  エ  リ  ア  活  性  化  補  助  ⾦  実  績  報  告  書 

 （  2  ）  事  業  報  告  書 

 （  3  ）  収  ⽀  決  算  書 

 （  4  ）  事  業  の  実  施  が  確  認  で  き  る  写  真 

 （  5  ）  領  収  書  の  写  し 

 （  6  ）  そ  の  他  市  ⻑  が  必  要  と  認  め  る  書  類 
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